
（平成２１年７月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認岡山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

岡山厚生年金 事案 378 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ支店における資格取得日に

係る記録を昭和 37 年９月 13 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年９月 13日から 38年５月１日まで 

昭和 37年にＡ事業所に入社し、43年１月まで継続勤務していたにもかか

わらず、37 年９月にＡ事業所Ｃ支店から同事業所Ｂ支店が管轄しているＤ

所に転勤した際、厚生年金保険の加入期間に空白の期間が生じており、納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の従業員住所録及び雇用保険の加入記録並びに申立人の元同僚の

証言から、申立人はＡ事業所に継続して勤務し(昭和 37年９月 13日にＡ事業

所Ｃ支店から同事業所Ｂ支店が管轄しているＤ所に異動)、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ事業所Ｂ支店

における昭和 38年５月の社会保険事務所の記録から、１万 4,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明であるとしており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないこと

から、行ったとは認められない。 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 379 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係る記

録を昭和 51年３月 22日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51年３月 22日から同年４月１日まで 

昭和 37 年４月にＢ事業所に入社し、51 年３月 22 日に同事業所Ｃ支所か

ら関連会社のＡ事業所に出向した際、継続して勤務しているにもかかわらず、

厚生年金保険の加入期間に１か月の空白期間が生じており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の人事記録から判断すると、申立人は、申立てに係るグループ会

社に継続して勤務し(昭和 51年３月 22日にＢ事業所Ｃ支所からＡ事業所に異

動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ事業所におけ

る昭和 51年４月の社会保険事務所の記録から、18万円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としているが、雇用保険及び厚生年金保険の

記録における資格取得日が同じであり、公共職業安定所及び社会保険事務所

の双方が誤って同じ資格取得日と記録したとは考え難いことから、当該社会

保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る昭和 51年３月の保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 380 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 28 年４月 24 日から同年５月６日までの期間及び 32 年６月 

８日から 33 年６月 13 日までの期間の厚生年金保険料を事業主により給与か 

ら控除されていたことが認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ支店におけ

る資格喪失日に係る記録を 28年５月６日に、Ｃ支店における資格取得日に係

る記録を 32年６月８日に訂正し、28年４月の標準報酬月額を 8,000円、32

年６月から 33年５月までの標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必要で

ある。 

なお、Ａ事業所Ｂ支店の事業主は申立人に係る昭和 28 年４月の厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、Ａ事業所Ｃ支店の事業主は申立人に係る昭和 32年６月から 33年５月

までの厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男(死亡) 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 28年４月 24日から同年５月６日まで 

         ② 昭和 32年６月８日から 33年６月 13日まで   

夫は、昭和 21 年７月５日にＡ事業所に入社し、58 年 11 月１日まで継続

して勤務していたにもかかわらず、二度の転勤時に厚生年金保険加入期間に

空白が生じ、同期間が継続していないのは納得できない。 

(注) 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の加入記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ事業所健康保険組合が保管している被保険者名

簿から、申立人がＡ事業所に継続して勤務し(昭和 28 年５月６日にＡ事業所

Ｂ支店からＤ支店に異動、32年６月８日にＤ支店からＣ支店に異動)、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ事業所Ｂ支店

及びＣ支店における昭和 28 年３月及び 33 年６月の社会保険事務所の記録か

ら、昭和 28 年４月については、8,000 円、32 年６月から 33 年５月までにつ

いては、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、Ａ事業所Ｂ支店の事業主が申立人に係る昭和 28年４月の厚生年金保



                      

  

険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないこと

から、行ったとは認められない。 

一方、Ａ事業所Ｃ支店の事業主が申立人に係る昭和 32 年６月から 33 年５

月までの厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業

主は不明としているが、申立期間に行われるべき事業主による健康保険厚生

年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決定や事業主に

よる申立てどおりの資格取得届などのいずれの機会においても、社会保険事

務所が記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主が、33年６月 13日を

厚生年金保険の資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る 32 年６月から 33 年５月までの保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 381 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ支店における資格喪失日に

係る記録を昭和 29年４月 12日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 7,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年３月 12日から同年４月 12 日まで 

Ａ事業所に昭和 27年３月入社し、62年６月まで継続勤務していたにもか

かわらず、29 年４月にＡ事業所Ｂ支店からＣ支店に転勤した際、厚生年金

保険の加入期間に１か月の空白期間が生じており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が作成した申立人の履歴簿及び雇用保険の加入記録から判断する

と、申立人がＡ事業所に継続して勤務し(昭和 29年４月 12日にＡ事業所Ｂ支

店からＣ支店に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ事業所Ｂ支店

における昭和 29 年２月の社会保険事務所の記録から、7,000 円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明であるとしており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないこと

から、行ったとは認められない。 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 382 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男(死亡) 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月 30日から 20年９月 22日まで 

夫が昭和 19 年 10 月 30 日から 20 年９月 22 日までＡ事業所におい 

   て事務員として勤務していたことは、会社発行の辞令から確かであるが、厚

生年金保険の加入記録をみると、加入していないことになっているのは納得

できない。申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

(注) 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の加入記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ事業所発行の辞令書から、申立人が、申立期間に

ついて、Ａ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立てに係る事業所の事業主は、「保存している退職者人事

記録カードに申立人の氏名の記載がないため在籍の確認がとれない上、申立

期間当時の厚生年金保険の適用及び保険料の控除については、資料を保存し

ていないため不明である。」と回答している。 

また、社会保険庁が保管する申立て事業所に係るオンライン記録に申立人

の同僚に係る厚生年金保険の加入記録は無い。 

さらに、申立期間において、社会保険事務所が保管する申立てに係る事業

所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には申立人の氏名の記載は無い上、

申立てに係る事実を推認できる関連資料、周辺事情も無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 383 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年２月から 48年４月まで 

昭和 47年２月から 48年４月までＡ事業所の厨房で調理人として勤務し 

ており、給与から厚生年金保険料が控除されていたことを記憶している。 

しかし、厚生年金保険の加入記録をみると加入記録が無い。申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の同僚等の証言から、申立人がＡ事業所に勤務していたことは推認

できる。 

しかしながら、申立人の元同僚は、「申立人がＡ事業所で働いていたことは

覚えているが、時期も期間も分からない。申立人が厚生年金保険に加入し、

保険料を控除されていたかについても分からない。」と証言している。 

また、申立てに係る事業所は、申立期間当時の書類を保存していないこと

から、厚生年金保険料の控除等に関する資料は確認できない。 

さらに、社会保険事務所が保管する申立てに係る事業所の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿には、申立期間について、申立人の氏名の記載は無く、

健康保険整理番号の欠番も無い。 

加えて、申立人は申立期間において、雇用保険の被保険者となっていない

上、申立てに係る事実を推認できる関連資料、周辺事情も無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 384 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年３月 11日から 35年７月 29 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ 

事業所における厚生年金保険の被保険者期間については、脱退手当金が支給

されているとのことであるが、私は受け取った記憶が無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱

退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に

係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険

資格喪失日から約１か月後の昭和 35 年８月 25 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号は、申立期間とその後の被保

険者期間とでは別の記号番号となっており、このことは、脱退手当金を受給し

たために、申立人の記号番号が異なったものと考えるのが自然である上、申立

人から聴取しても脱退手当金を受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 385 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年５月 16日から 38 年４月１日まで 

    年金の受給手続をした際、Ａ事業所に勤務した期間が脱退手当金の支給を

受けた期間とされていた。私は、Ａ事業所を事情が有り無断欠勤し、そのま

ま同事業所を退社していること、脱退手当金受給の手続はＡ事業所の前に勤

めていたＢ事業所を退職した際に行った記憶があることから、Ａ事業所の勤

務期間については脱退手当金を受給していないと思う。申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管しているＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿及び申立人の被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」

の表示が記されている上、その脱退手当金の支給額は、Ａ事業所及びＢ事業

所の期間を合算した被保険者期間に相当する法定支給額にほぼ一致しており、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人に係る脱退手当金の支給日は、Ａ事業所における厚生年金保

険の被保険者資格の喪失日から約２か月後の昭和 38 年６月 13 日となってい

るにもかかわらず、申立人は、Ａ事業所における被保険者期間（昭和 36年５

月 16 日から 38 年４月１日まで）の脱退手当金は受給していないと主張して

いるところ、Ｂ事業所の厚生年金保険被保険者資格の喪失日から申立期間に

係るＡ事業所の被保険者資格の取得日までは極めて短期間（１日）であり、

この間に脱退手当金が支給されたとは考え難いほか、制度上、脱退手当金は

過去のすべての厚生年金保険被保険者期間を計算の基礎とするものであり、

同一の厚生年金保険被保険者記号番号で管理されていたＡ事業所及びＢ事業

所の被保険者期間の一部の期間のみについて脱退手当金を受給したとする申

立ては不自然である。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当



                      

  

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

岡山厚生年金 事案 386 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 31年９月から同年 12月まで 

    私は、Ａ事業所Ｂ支店に正社員のトラック運転手として昭和 31 年９月か

ら勤務した。１日８時間勤務で給料は現金で貰い、給料袋の中に控除明細書

が入っており、厚生年金保険料が控除されていたことを記憶している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ事業所Ｂ支店に勤務していたと主張している

が、「当時は臨時雇用だったかも知れない。」とも述べており、同支店の総務

担当者は、「当時は、多数の臨時雇用の運転手を採用していた。」と回答して

いることから、申立人が申立期間において、正社員であったかどうか確認でき

ない。 

また、同支店の総務担当者は、「申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

取得届及び喪失届（控）を確認したが、申立人の氏名は見当たらなかった。ま

た、臨時雇用の運転手については、勤務期間の長短にかかわらず厚生年金保険

に加入させていなかった。」と証言しており、申立期間当時、申立てに係る事

業所の事業主は、臨時雇用の社員について、厚生年金保険の加入手続を行って

いなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ事業所健康保険組合は、申立期間に係る申立人の加入記録は無い

と回答しており、かつ、社会保険事務所が保管する当該事業所に係る厚生年金

保険被保険者名簿にも、申立期間において、申立人の記録は無く、厚生年金保

険の整理番号の欠番も無い。 

加えて、申立人は同僚等の氏名の記憶が無いため、同僚等の証言を得ること

もできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除について推認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



                     

岡山厚生年金 事案 387 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34年 12月 18日から 35年３月 30日まで 

                  ② 昭和 36年７月２日から 40年 11月 27日まで 

私は、昭和 40 年 11月にＡ事業所を退職し、その数か月後に転居している。

また、退職時に会社から脱退手当金の説明も受けておらず、脱退手当金の支

給を受けた記憶が無い。将来、年金として受け取るつもりでいたので、当時、

脱退手当金を請求するはずも無く、年金記録の訂正をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所の保管する健康保険厚生年金保険被保険者原票に、脱退手当

金の支給を意味する「41.５.６脱」のゴム印表示があるとともに、申立期間

の脱退手当金は、支給金額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金

保険の資格喪失日から約６か月後の昭和 41年６月７日に支給されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立期間の事業所を退職後、国民年金の強制加入期間があるにもかか

わらず国民年金に加入しておらず、申立人の年金に対する意識が高かったと

は考え難い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  


